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（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
）

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
案
（
閣
法
第
八
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
賠
償
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
事
業
者
が
賠

償
の
責
め
に
任
ず
べ
き
額
が
賠
償
法
の
賠
償
措
置
額
を
超
え
る
原
子
力
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
原
子
力
事
業
者

が
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
交
付
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
の
迅
速
か
つ
適

切
な
実
施
及
び
電
気
の
安
定
供
給
そ
の
他
の
原
子
炉
の
運
転
等
に
係
る
事
業
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
法
人
と
し
て
、
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
原
子
力
政
策
を
推
進
し
て
き
た
国
の
社
会
的
責
任
を
明
記
し
、
国
は
、
機
構
が
そ
の

目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
機
構
は
、
特
別
事
業
計
画
を
作
成
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
当
該
原
子
力
事
業
者
の
資
産
に
対
す
る
厳
正
か
つ
客
観
的
な
評
価
及
び
経
営
内
容
の
徹
底
し
た
見
直
し
に
加
え
、

当
該
原
子
力
事
業
者
に
よ
る
関
係
者
に
対
す
る
協
力
の
要
請
が
適
切
か
つ
十
分
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
、
機
構
は
、
資
金
援
助
を
受
け
た
原
子
力
事
業
者
の
委
託
に
よ
る
当
該
原
子
力
事
業
者
に
係
る
原
子
力
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損
害
の
賠
償
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
若
し
く
は
平
成
二
十
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
仮
払
い
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
仮
払
金
の
支
払
に
関
す
る
事
務
の
一
部

を
そ
の
委
託
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
機
構
は
、
負
担
金
に
つ
い
て
、
原
子
力
事
業
者
ご
と
に
計
数
を

管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。

一
、
機
構
の
設
立
等

機
構
は
法
人
と
し
、
一
を
限
り
に
設
立
さ
れ
る
。
ま
た
、
機
構
を
設
立
す
る
に
は
、
電
気
事
業
に
関
し
て
専
門
的
な
知
識

と
経
験
を
有
す
る
者
三
人
以
上
が
発
起
人
に
な
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

二
、
機
構
の
組
織

機
構
に
は
、
運
営
委
員
会
を
置
き
、
原
子
力
事
業
者
へ
の
資
金
援
助
に
係
る
議
決
等
、
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要

事
項
に
関
す
る
議
決
を
行
う
。

三
、
機
構
の
業
務

１

原
子
力
事
業
者
が
損
害
賠
償
を
実
施
す
る
上
で
機
構
の
援
助
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
機
構
は
、
運
営
委
員
会
の
議
決

を
経
て
、
融
資
や
資
金
の
交
付
等
の
資
金
援
助
を
行
う
。
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２

機
構
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
事
業
者
の
経
営
合
理
化
等
を
内
容
と
す
る
特
別
事
業
計
画
を
事
業
者
と
共
同
で
作

成
し
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
上
で
、
政
府
が
交
付
す
る
国
債
を
活
用
し
て
行
う
特
別
資
金
援
助
を
実
施
す
る
。

３

機
構
は
、
機
構
の
業
務
に
要
す
る
費
用
と
し
て
、
原
子
力
事
業
者
か
ら
負
担
金
の
収
納
を
行
う
。

４

特
別
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
原
子
力
事
業
者
は
、
通
常
の
負
担
金
に
特
別
な
負
担
金
を
加
算
し
た
額
を
機
構
に
納

付
す
る
。

四
、
そ
の
他

機
構
は
、
原
子
力
損
害
を
受
け
た
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
等
、
損
害
賠
償
の
円

滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
相
談
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
。

五
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
仮
払
い
法
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
施

行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
（
衆
議
院
修
正
）
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
生
じ
た
原
子
力
損
害
に
関
し
、
資
金
援
助
を
機
構
に
申
し
込
む
原
子
力
事
業
者
は
、
そ
の
経
営

の
合
理
化
及
び
経
営
責
任
の
明
確
化
を
徹
底
し
て
行
う
と
と
も
に
、
当
該
原
子
力
損
害
の
賠
償
の
迅
速
か
つ
適
切
な
実
施
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の
た
め
、
当
該
原
子
力
事
業
者
の
株
主
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
衆

議
院
修
正
）
。

３

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
で
き
る
だ
け
早
期
に
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
係
る
制
度
に
お
け
る
国
の
責
任
の
在
り

方
等
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
明
確
に
す
る
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
賠
償
法
の
改
正
等
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
は
じ
め
と
す

る
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
（
衆
議
院
修
正
）
。

４

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
に
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
を
設
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
な
ど
関
係
法
律
を
整
備
す
る
。


